
第１章　借地権設定時の課税

貸主は受け取った地代が，不動産所得の収入金額として課税されます。

 参照法令  ▶

〈 〉

　当社の所有している土地を，当社の代表者に通常の権利金よりも低い
金額の権利金で賃貸することになりましたが，その際，権利金及び地代
に対する税金はどうなりますか。

です。
　　　　※設例の金額は、わかりやすくするため極端な例としています。

借主である法人役員は，通常の権利金との差額について，役員賞与とし
て認定課税を受けます。
貸主である法人は，通常の権利金との差額について認定課税を受けます。
地代については，貸主である法人は受け取った地代が益金に算入され，

借主である個人はその土地を業務の用に供している場合に限り，その業務
の必要経費に算入されます。

借主＝個人，貸主＝法人

Q

A

第２節　不十分な権利金の授受＝相当の地代未満の地代＝〈ケース1－2－2－Ａ〉

●権利金の税務

個人間の土地の賃貸借で，不十分な権利金の授受がある場合には，時価を基準に
権利金相当額を計算し，贈与税が課税されますが，貸主が法人の場合は，法人税法
が時価課税を基準としているため，借主である個人も当然に時価を基準として十分
な権利金かどうかの判断がされることになります。

　
実際権利金
億 万円　＜　　

通常権利金
億円　　　　　∴不十分な権利金

当額の役員賞与が認定され，給与所得として課税されることになります。

不十分な権利金であっても相当地代の支払いがある場合には，課税関係は生じま
せん。

土地の更地価額とは，
①　原則＝通常の取引価額
②　課税上弊害がない場合，次のいずれかの金額
（イ）近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額
（ロ）相続税評価額

上記算式中，土地の更地価額として②の（イ）～（ハ）のうちいずれかを採用し
ている場合には権利金の額を修正し，その場合の相当地代の計算は次によります。

　相当地代＝（土地の更地価額－権利金× 更地価額とした金額　　　　　　　　　　　 　その土地の通常の取引価額）
ａ　通常の取引価額による場合

ｂ　公示価格による場合
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ｃ　相続税評価額による場合

年間の平均額を土地の更地価額とすることが，権利金の認定額を少なくするために
最も有利な方法となります。

て設定時の認定課税はありません。
実際地代　 　相当地代

質問のケースは③に該当します。
①　支払った権利金≧借地権の時価

②　支払った権利金＜借地権の時価，かつ実際地代≧相当地代
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ケース別でわかりやすい

A5判・624頁　定価　本体3,500円＋税

本書の特徴
複雑な権利関係を伴い、対応の難しい借地権課税について、想定される
ケースごとにわかりやすく分類・整理！適切な判断を行うためにご活用
いただけます。

●「借主」「貸主」の立場ごとに、「個人」「法人」とに分類し、さらには
借地権課税の態様を設定時、設定中、返還時に分けて具体的なケース
スタディで解説！

●ケーススタディごとに所得税、法人税、相続税等の関連税目を解説！

●借地権において直面する事例について、過去・現在・未来時点での
時系列分析が可能！

●使用貸借における現行通達施行前の経過措置について国税局ごとに
一覧化！

借地権課税の実務
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東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価3,780円（本体3,500円）　［コード056754］

申　込　書　〈第一法規刊〉

ケース別でわかりやすい　借地権課税の実務

借地権課税実務（056754）2017.2 SE
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